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都市計画法第５３条第１項の建築の許可申請手続きについて 

 

１ 目的  

  都市計画法第５３条の規定による建築物の建築制限は、都市計画として決定される

計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。（なお、

都市計画制限の趣旨をご理解いただき、極力都市計画施設等の区域内での建築は避け

るようお願いいたします。）  

 

２ 許可を必要とする土地の区域  

  都市計画施設（都市計画道路、都市計画公園等）の区域内の土地  

 

３ 許可を必要とする行為  

  建築物の建築  

   ※建築物・・・建築基準法第２条第１号の規定による建築物。  

屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに附属する門若

しくは塀等及び建築設備を含みます。  

   ※建 築・・・建築基準法第２条第１３号の規定による建築。  

建築物を建築し、増築し、改築しまたは移転すること。  

 

４ 許可を必要とする時期  

  都市計画施設等の区域内で建築確認を受ける場合は、あらかじめ当該許可を受けて

いる必要があります。  

 

５ 許可の基準（都市計画法第５４条）  

（１）当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物

について定めるものに適合するものであること。 

（２）当該建築が、都市計画法第１１条第３項の規定により都市計画施設の区域につ

いて都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体

的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障

を及ぼすおそれがないと認められること。 

（３）当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却するこ

とができるものであると認められること。 

①階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。 

②主要構造部（建築基準法第２条第５号に定める主要構造部をいう。）が木造、

鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。  
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６ 許可申請の手続き  

  許可申請は、正本１部、副本１部に必要図書を添付して都市整備課都市計画係に提

出してください。  

  ※ 標準処理期間は、申請書を受理してから１４日間です。ただし、補正等に要し

た日数及び休日は含みません。  

    

７ 必要図書  

（１）敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの  

   （配置図：縮尺＝１／５００以上）  

（２）二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの  

   （配置図：縮尺＝１／２００以上）  

（３）その他参考となるべき事項を記載した図書  

   ①位置図（縮尺＝１／１０，０００程度）  

   ②区域図（縮尺＝１／２，５００）  

   ③平面図（縮尺＝１／２００以上）  

   ④立面図（縮尺＝１／２００以上）  

   ⑤その他、喜多方市長が必要と認めた事項を記載した図書  

 

 （注）位置図及び区域図は、都市計画図を使用すること。また、各図面に計画線又は

事業区域を朱線により明示すること。  

 （注）法第６５条第１項の規定による建築等の制限に関する許可申請のうち、建築物

の建築その他工作物の建築以外の場合は、（１）及び（２）の図面を除く。  

 

８ その他  

この申請は、都市計画施設等が計画決定の段階の申請です。都市計画事業として施

行中の区域内では次の許可申請を行ってください。  

   ①都市計画法第６５条第１項の許可  

   ②土地区画整理法第７６条第１項の許可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


